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議案第１２号  

   上尾市犯罪被害者等支援条例の制定について  

 上尾市犯罪被害者等支援条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市犯罪被害者等支援条例  

 （目的）  

第１条  この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに

市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支

援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に

推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の回復及

び軽減を図り、もって市民等の誰もが安心して暮らすことができる地域社

会の実現に寄与することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

 (1) 犯罪被害者等  犯罪等（犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及

ぼす行為をいう。第５号、第８条及び附則第２項において同じ。）によ

り被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。  

 (2) 犯罪被害者等の支援  犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又

は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する取組をいう。  

 (3) 市民等  市内に居住し、滞在し、通勤し、通学し、又は活動する個人

及び団体をいう。  

 (4) 事業者  市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。  

 (5 ) 二次的被害  犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗
ひ ぼ う

中

傷、報道機関（報道を業として行う個人を含む。）による過度な取材等

により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシ

ーの侵害等の被害をいう。  

 (6) 関係機関等  国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪

被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。  

 （基本理念）  
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第３条  犯罪被害者等の支援は、次に掲げる基本理念の下に、推進されなけ

ればならない。  

 (1) 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことがで

きるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれ

ている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行うこと。  

 (2) 犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を

生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する

個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行うこと。  

 （市の責務）  

第４条  市は、前条の基本理念（次条及び第６条において単に「基本理念」

という。）にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪

被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。  

２  市は、前項の施策を円滑に実施することができるよう、関係機関等と連

携し、及び協力するものとする。  

 （市民等の責務）  

第５条  市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況

及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を

地域社会で孤立させないよう努めるとともに、市及び関係機関等が実施す

る犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。  

 （事業者の責務）  

第６条  事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況

及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を

行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮する

とともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策

に協力するよう努めるものとする。  

２  事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等

に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及

び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。  

 （相談等）  

第７条  市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことがで

きるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相
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談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連

絡調整を行うものとする。  

２  市は、前項の規定による相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口

を設置するものとする。  

 （見舞金の支給）  

第８条  市は、犯罪被害者等が受けた犯罪等（規則で定めるものに限る。附

則第２項において同じ。）の被害による経済的負担の軽減を図るため、規

則で定めるところにより、当該犯罪被害者等に対し見舞金を支給するもの

とする。  

 （人材の育成等）  

第９条  市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、

助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のため

に必要な措置を講ずるものとする。  

 （民間支援団体への支援）  

第１０条  市は、犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体に対し、

その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行う

ものとする。  

 （市民等及び事業者の理解の増進）  

第１１条  市は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支

援の重要性及び必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、情

報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。  

 （意見等の反映）  

第１２条  市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等から

の意見及び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策

に反映させるよう努めるものとする。  

 （委任）  

第１３条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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 （適用区分）  

２  第８条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等による被害

について適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  犯罪被害者等の支援に関し、基本理念及び施策の基本となる事項を定め、

当該施策を総合的かつ計画的に推進したいので、この案を提出する。  
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議案第１３号  

   上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会条例の制定について  

 上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                   上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会条例  

 （設置）  

第１条  部活動の地域移行並びに地域におけるスポーツ及び文化に係る環境

の一体的な整備を推進するため、上尾市立中学校部活動地域移行推進協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 （定義）  

第２条  この条例において「部活動の地域移行」とは、上尾市立の中学校

（以下単に「学校」という。）における持続可能な部活動の実現及び教員

の負担軽減を図るため、その活動の場を学校から地域に段階的に移行する

取組をいう。  

 （所掌事務）  

第３条  協議会は、上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮

問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。  

 (1) 学校における部活動の現状及び課題に関すること。  

 (2) 部活動の地域移行の推進に係る体制の整備に関すること。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、部活動の地域移行の推進に関し教育委員

会が必要と認める事項に関すること。  

 （組織）  

第４条  協議会は、委員１０人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 市内においてスポーツの振興に関する活動を行う団体を代表する者  

 (3) 市内において芸術及び文化の振興に関する活動を行う団体を代表する

者  

 (4) 学校の校長、教員、部活動指導員（学校教育法施行規則（昭和２２年

文部省令第１１号）第７８条の２の部活動指導員をいう。）その他の学
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校関係者  

 (5) 学校に在学する生徒の保護者を代表する者  

 (6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者  

 （委員の任期）  

第５条  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、委嘱され、又は任命された時における当該身分を失ったときは、

その職を失う。  

３  委員は、再任されることができる。  

 （委員長及び副委員長）  

第６条  協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。  

２  委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

 （会議）  

第７条  協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

２  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

 （関係者の会議への出席等）  

第８条  協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

 （庶務）  

第９条  協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部において処理する。  

 （委任）  

第１０条  この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。  

   附  則  

（施行期日）  
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１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２第２７号の４の次に次の１号を加える。  

  (2 7 )の５  上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会委員  

  別表第１の２７の４の項の次に次のように加える。  

２７  

の５  

上尾市立中学校部活動地域移行推進

協議会    

 委員長             

委員  

 

 

日額  ７，０００円  

日額  ６，０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

部活動の地域移行の推進に関し必要な事項を調査審議するため、附属機

関として上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会を設置したいので、こ

の案を提出する。   
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議案第１４号  

   上尾市学校給食運営委員会条例の制定について  

 上尾市学校給食運営委員会条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                   上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市学校給食運営委員会条例  

 （設置）  

第１条  上尾市立小学校及び中学校（第３条第２項において「学校」とい

う。）における学校給食（学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３

条第１項に規定する学校給食をいう。次条において同じ。）を適正に運営

するため、上尾市学校給食運営委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。  

 （所掌事務）  

第２条  委員会は、上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮

問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。  

 (1) 学校給食の実施に関する計画の策定及び変更に関すること。  

 (2) 学校給食法第１１条第２項に規定する学校給食費に関すること。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、学校給食の運営に関し教育委員会が必要

と認める事項に関すること。  

 （組織）  

第３条  委員会は、委員２０人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。  

 (1) 学校の校長を代表する者  

 (2) 学校に在学する児童又は生徒の保護者を代表する者  

 (3) 学校の学校医を代表する者  

 (4) 学校の学校薬剤師を代表する者  

 (5) 本市を所管する保健所の職員  

 (6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者  

 （委員の任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
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２  委員は、委嘱され、又は任命された時における当該身分を失ったときは、

その職を失う。  

３  委員は、再任されることができる。  

 （委員長及び副委員長）  

第５条  委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

 （会議）  

第６条  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

 （関係者の会議への出席等）  

第７条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

 （庶務）  

第８条  委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部において処理する。  

 （委任）  

第９条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２第５４号を次のように改める。  
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  (5 4 ) 学校給食運営委員会委員  

  別表第１の５４の項を次のように改める。  

５４  学校給食運営委員会  

 委員長  

 委員  

 

日額  ７，０００円  

日額  ６，０００円  

 （上尾市立中学校給食共同調理場条例の一部改正）  

３  上尾市立中学校給食共同調理場条例（平成４年上尾市条例第３５号）の

一部を次のように改正する。  

  第４条を削り、第５条を第４条とする。  

 （上尾市立中学校給食共同調理場条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  この条例の施行の際、現に上尾市立中学校給食共同調理場運営委員会の

委員である者の任期は、前項の規定による改正前の上尾市立中学校給食共

同調理場条例第４条第３項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日まで

とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市立小学校及び中学校における学校給食を適正に運営するため、附

属機関として上尾市学校給食運営委員会を設置したいので、この案を提出

する。   
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議案第１５号  

上尾市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例  

 上尾市子ども・子育て会議条例（平成２５年上尾市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。  

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。  

第２条第１項中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改め

る。  

   附  則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。   
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議案第１６号  

   上尾市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市環境審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市環境審議会条例の一部を改正する条例  

 上尾市環境審議会条例（平成６年上尾市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第３条に次の２項を加える。  

３  第１項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議させるため必要があ

ると認めるときは、審議会に５人以内の臨時の委員（以下「臨時委員」と

いう。）を置くことができる。  

４  臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

 (1) 関係行政機関の職員  

 (2) 識見を有する者  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者  

 第４条第１項本文中「委員」の次に「（臨時委員を除く。以下同じ。）」

を加え、同条第３項中「委員」の次に「及び臨時委員」を加え、同項を同条

第４項とし、同条第２項中「委員」の次に「及び臨時委員」を加え、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２  臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議に必要な期間とする。  

 第６条第２項中「委員」の次に「（特別の事項を調査審議する場合にあっ

ては、そのために置かれた臨時委員を含む。以下この条において同じ。）」

を加え、同条第３項中「出席委員」を「出席した委員」に改める。  

 第８条を次のように改める。  

 （部会）  

第８条  審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めると

きは、部会を置くことができる。  

２  部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。  

３  部会に、部会長及び副部会長１人を置き、当該部会を組織する委員及び

臨時委員の互選により定める。  
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４  第５条第２項の規定は部会長について、同条第３項の規定は副部会長に

ついて、第６条の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。  

 第９条中「、審議会が」を「審議会が、部会の運営に関し必要な事項は部

会が、それぞれ」に改め、同条を第１０条とする。  

 第８条の次に次の１条を加える。  

 （庶務）  

第９条  審議会及び部会の庶務は、環境経済部において処理する。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市ゼロカーボンシティの実現に向けた脱炭素化に関する施策につい

て集中的に調査審議するため、上尾市環境審議会に臨時委員及び部会を設

けたいので、この案を提出する。   
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議案第１７号  

   上尾市かわまちづくり協議会条例の制定について  

 上尾市かわまちづくり協議会条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市かわまちづくり協議会条例  

 （設置）  

第１条  地域の資源である荒川河川敷の利活用等について協議し、もって本

市におけるかわまちづくりを推進するため、上尾市かわまちづくり協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。  

 （定義）  

第２条  この条例において「かわまちづくり」とは、河川及びまちが融合し

た良好な空間形成を目指す取組をいう。  

 （所掌事務）  

第３条  協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

 (1) 荒川河川敷の堤防整備及び利活用に関すること。  

 (2) かわまちづくりに関する計画の策定及び変更に関すること。  

 (3) かわまちづくりの推進に関すること。  

 (4) 前３号に掲げるもののほか、かわまちづくりに関し市長が必要と認め

る事項に関すること。  

 （組織）  

第４条  協議会は、委員１５人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 平方地区を代表する者  

 (3) 各種団体を代表する者  

 (4) 市職員  

 （委員の任期）  

第５条  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、委嘱され、又は任命された時における当該身分を失ったときは、
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その職を失う。  

３  委員は、再任されることができる。  

 （会長及び副会長）  

第６条  協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

 （会議）  

第７条  協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

 （関係者の会議への出席等）  

第８条  協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

 （庶務）  

第９条  協議会の庶務は、都市整備部において処理する。  

 （委任）  

第１０条  この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２第１３号の４を次のように改める。  

  (1 3 )の４  かわまちづくり協議会委員  

  別表第１の１３の４の項を次のように改める。  
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１３  

の４  

かわまちづくり協議会  

 会長  

委員  

 

日額  ７，０００円  

日額  ６，０００円  

 （この条例の失効）  

３  この条例は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地域の資源である荒川河川敷の利活用等について協議するため、附属機

関として上尾市かわまちづくり協議会を設置したいので、この案を提出す

る。   
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議案第１８号  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

令和５年２月１７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。  

別表第２中５５の項を５７の項とし、２１の項から５４の項までを２項ず

つ繰り下げ、同表２０の項中「特例許可の」を「特例の許可の」に改め、同

項を同表２１の項とし、同項の次に次のように加える。  

２２  法第５８条第２項の規定

に基づく建築物の高さの最高

限度の特例の許可の申請に対

する審査  

高度地区内における建

築物の高さの最高限度

の特例許可申請手数料  

１件につき

１６万円  

別表第２中１９の項を２０の項とし、１６の項から１８の項までを１項ず

つ繰り下げ、同表１５の項中「第５５条第３項各号」を「第５５条第３項又

は第４項各号」に改め、同項を同表１６の項とし、同表中１４の項を１５の

項とし、１１の項から１３の項までを１項ずつ繰り下げ、１０の項の次に次

のように加える。  

１１  法第５２条第６項第３号

の規定に基づく建築物の容積

率に関する特例の認定の申請

に対する審査  

建築物の容積率の特例

認定申請手数料  

１件につき  

２万７，

０００円  

附  則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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提案理由  

建築基準法の一部改正に伴い、建築物の容積率の特例の認定等の申請に

係る手数料を定めたいので、この案を提出する。   
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議案第１９号  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例及び上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収

条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条

例及び上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部

を改正する条例を次のように定める。  

令和５年２月１７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例及び上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収

条例の一部を改正する条例  

 （上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収

条例の一部改正）  

第１条  上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料

徴収条例（平成２８年上尾市条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

別表２の項手数料の金額の欄中第４号を第５号とし、第３号を第４号と

し、同欄第２号中「第１０条第２号イ及びロ」を「第１０条第２号イ (1 )及

びロ (1)」に改め、同号の次に次のように加える。  

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ (2 )及びロ (2)に定める基

準に適合するもの  

ア  一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ２万２，

０００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ３万８，

０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ
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ートル未満のもの  ６万６，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １２万１，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １８

万３，０００円  

別表４の項手数料の金額の欄中第４号を第５号とし、第３号を第４号と

し、同欄第２号中「第１０条第２号イ及びロ」を「第１０条第２号イ (1 )及

びロ (1)」に改め、同号の次に次のように加える。  

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ (2 )及びロ (2)に定める基

準に適合するもの  

ア  一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  １万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  １万１，

０００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １万９，

０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ３万３，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ６万５００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ９万

１，５００円  

 別表６の項中「建築物のエネルギー消費性能認定申請手数料」を「建築

物エネルギー消費性能認定申請手数料」に改め、同項手数料の金額の欄第

３号イ (ｱ )中「（市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を

除く。 (ｲ )から (ｴ )までにおいて同じ。）」を削る。  

（上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部改

正）  
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第２条  上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例（平

成２５年上尾市条例第６号）の一部を次のように改正する。  

別表１の項手数料の金額の欄を次のように改める。  

次に掲げる額を合算して得た金額  

(1) 低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長

が別に定めるものが提出された場合  

ア  一戸建ての住宅  ５，０００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １万１，

０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ２万３，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ５万２，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ９万

４，０００円  

ウ  非住宅用途を含む建築物の非住宅部分  次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １万１，

０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの  １万９，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの  ３万１，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ９万４，０００円  

  (ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メー

トル未満のもの  １４万９，０００円  

  (ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方
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メートル未満のもの  １８万８，０００円  

  ( ｷ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  

２３万５，０００円  

(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「省令」

という。）第１０条第２号イ (1 )及びロ (1 )に定める基準に適合する

もの  

ア  一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ４万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ４万４，

０００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ８万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  １３万５，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ２３万円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ３３

万円  

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ (2 )及びロ (2)に定める基

準に適合するもの  

ア  一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ２万２，

０００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ３万８，
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０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ６万６，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １２万１，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １８

万３，０００円  

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ (1 )及びロ (1)に定める基

準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分  次に掲げる

区分に応じそれぞれ次に定める額  

 ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ２６万７，

０００円  

 イ  床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  ３３万４，０００円  

 ウ  床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ４３万２，０００円  

 エ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  ６１万６，０００円  

 オ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  ７５万９，０００円  

 カ  床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ８９万８，０００円  

 キ  床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  １

０２万４，０００円  

(5) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ (2 )及びロ (2)に定める基

準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分  次に掲げる

区分に応じそれぞれ次に定める額  

 ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １０万２，

０００円  

 イ  床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  １３万円  
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 ウ  床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  １７万１，０００円  

 エ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  ２７万７，０００円  

 オ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  ３６万２，０００円  

 カ  床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ４３万５，０００円  

 キ  床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  ５

１万円  

別表３の項手数料の金額の欄を次のように改める。  

次に掲げる額を合算して得た金額  

(1) 変更後の低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項各号に掲

げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類と

して市長が別に定めるものが提出された場合  

ア  一戸建ての住宅  ２，５００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５，５０

０円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  １万１，５００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ２万６，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ４万

７，０００円  

ウ  非住宅用途を含む建築物の非住宅部分  次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５，５０

０円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メ
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ートル未満のもの  ９，５００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの  １万５，５００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ４万７，０００円  

  (ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メー

トル未満のもの  ７万４，５００円  

  (ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方

メートル未満のもの  ９万４，０００円  

  ( ｷ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  

    １１万７，５００円  

(2) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ (1 )及びロ (1)に定める基

準に適合するもの  

ア  一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ２万２，

０００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ４万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ６万７，５００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １１万５，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １６

万５，０００円  

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ (2 )及びロ (2)に定める基

準に適合するもの  

ア  一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額  
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  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  １万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  １万１，

０００円  

イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １万９，

０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ３万３，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ６万５００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ９万

１，５００円  

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ (1 )及びロ (1)に定める基

準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分  次に掲げる

区分に応じそれぞれ次に定める額  

 ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １３万３，

５００円  

 イ  床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  １６万７，０００円  

 ウ  床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ２１万６，０００円  

 エ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  ３０万８，０００円  

 オ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  ３７万９，５００円  

 カ  床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ４４万９，０００円  

 キ  床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  ５

１万２，０００円  

(5) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ (2 )及びロ (2)に定める基
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準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分  次に掲げる

区分に応じそれぞれ次に定める額  

 ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５万１，０

００円  

 イ  床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  ６万５，０００円  

 ウ  床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ８万５，５００円  

 エ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  １３万８，５００円  

 オ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  １８万１，０００円  

 カ  床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ２１万７，５００円  

 キ  床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  ２

５万５，０００円  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部改

正に伴う経過措置）  

２  上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部を

改正する条例（令和４年上尾市条例第３５号）附則第２項又は第３項の規

定の適用を受ける場合の手数料については、第２条の規定による改正後の

上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例別表３の項

の規定にかかわらず、なお従前の例による。  
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提案理由  

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴い、建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請等に係る手数料を見直したいので、

この案を提出する。   
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議案第２０号  

   上尾市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市立保育所条例の一部を改正する条例  

 上尾市立保育所条例（平成２７年上尾市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第８条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「第

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。  

 別表３の項を次のように改める。  

３  上尾市立大谷西保育所  上尾市壱丁目東２２番地１  ９０人  

 別表に次のように加える。  

１４  上尾市立紅花保育園  上尾市大字久保３６２番地

３  

６０人  

 別表備考中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第

３号」を「同条第３号」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

子ども・子育て支援複合施設内に上尾市立大谷西保育所を開所するとと

もに、上尾市立西上尾第一保育所を閉所するほか、私立保育所の紅花保育

園の閉園を受け、同園を市立保育所として時限的に運営したいので、この

案を提出する。   
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議案第２１号  

   上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例  

 （上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正）  

第１条  上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年上尾市条例第２７号）の一部を次のように

改正する。  

  第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」

に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、

同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第

３号」を「同条第３号」に改める。  

  第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、

同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項

第２号」を「同条第２号」に改める。  

  第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め

る。  

  第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。  

  第１３条第４項第３号ア (ｱ )中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に改め、同号ア (ｲ )中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同号イ (ｱ )中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同号イ (ｲ )中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。  

  第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同

項第４号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  
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  第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

める。  

  第２６条を次のように改める。  

 第２６条  削除  

  第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１

９条第２号」に改め、同条第３項中「同項第２号」を「同条第２号」に改

める。  

  第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１

９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第１９

条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同

項第１号」を「同条第１号」に改める。  

  第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第

１９条第３号」に改める。  

  第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

  第５０条中「第３３条まで」の次に「（第２６条を除く。）」を加える。  

  第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中

「第３３条まで」の次に「（第２６条を除く。）」を加え、「第１９条第

１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「同項第２号」

を「法第１９条第２号」に改める。  

  第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１

９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に改める。  
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  第５３条第６項中「あるのは「しない」と」の次に「、「交付する」と

あるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において

準用する前項各号」と」を、「第４項中」の次に「「第２項の」とあるの

は「第６項において準用する第２項の」と、」を、「前項中」の次に

「「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」と、」を加える。  

 （上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）  

第２条  上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年上尾市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

  第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７条の３第２項」を加える。  

  第７条の次に次の２条を加える。  

  （安全計画の策定等）  

 第７条の２  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、

家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的

保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職

員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項

についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。  

 ２  家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

 ３  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等に

ついて周知しなければならない。  

 ４  家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。  

  （自動車を運行する場合の所在の確認）  

 第７条の３  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取

組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行する

ときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の

所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確
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認しなければならない。  

 ２  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転

者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向

きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと

同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除

く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の

利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定め

る所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならな

い。  

  第１０条中「設置するときは、」の次に「その行う保育に支障がない場

合に限り、」を加え、同条ただし書を削る。  

  第１３条を次のように改める。  

 第１３条  削除  

  第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。  

  第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

 （上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）  

第３条  上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年上尾市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「昭和２２年法律第１６４号」の次に「。第１２条において

「法」という。」を加える。  

  第６条の次に次の２条を加える。  

  （安全計画の策定等）  

 第６条の２  放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るた

め、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所

の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等

を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における

安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業

所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安
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全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。  

 ２  放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知す

るとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

 ３  放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者と

の連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等

について周知しなければならない。  

 ４  放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必

要に応じて安全計画の変更を行うものとする。  

  （自動車を運行する場合の所在の確認）  

 第６条の３  放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行すると

きは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実

に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければな

らない。  

  第１２条の次に次の１条を加える。  

  （業務継続計画の策定等）  

 第１２条の２  放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所

ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提

供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 ２  放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなけ

ればならない。  

 ３  放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。  

  第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。  

   附  則  
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 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中上尾市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例第２６条の改正規定、第５０条の改正規定、第５１条第３項の改正規

定（「第３３条まで」の次に「（第２６条を除く。）」を加える部分に限

る。）及び第５３条の改正規定、第２条中上尾市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例第１３条の改正規定並びに第３条中上

尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第

１条の改正規定は、公布の日から施行する。  

 （上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正に伴う経過措置）  

２  第２条の規定による改正後の上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例（以下「新保育条例」という。）第７条の３第２

項の規定の適用については、家庭的保育事業者等（新保育条例第３条第１

項に規定する家庭的保育事業者等をいい、新保育条例第６条第１項に規定

する居宅訪問型保育事業者を除く。以下同じ。）において利用乳幼児（新

保育条例第２条に規定する利用乳幼児をいう。以下同じ。）の送迎を目的

とした自動車（新保育条例第７条の３第２項に規定する自動車をいう。以

下同じ。）を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定す

るブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブ

ザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情

があるときは、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和

６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。

この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行

する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳

幼児の同条第１項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）

を行わなければならない。  

 （上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正に伴う経過措置）  

３  施行日から令和６年３月３１日までの間、第３条の規定による改正後の

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
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第６条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあ

るのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」

とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなけ

れば」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

内閣府令及び厚生労働省令の改正に伴い、本市の特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を当該内閣府令及び厚生労働

省令で定める基準と同様のものに改めたいので、この案を提出する。   
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議案第２２号  

   上尾市つくし学園条例の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市つくし学園条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市つくし学園条例の一部を改正する条例  

 （上尾市つくし学園条例の一部改正）  

第１条  上尾市つくし学園条例（平成１８年上尾市条例第４２号）の一部を

次のように改正する。  

  題名を次のように改める。  

    上尾市児童発達支援センターつくし学園条例  

  第１条を次のように改める。  

   児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第４

条第２項に規定する障害児の福祉の増進を図るため、法第４３条第１号

に規定する福祉型児童発達支援センターとして上尾市児童発達支援セン

ターつくし学園（以下「学園」という。）を上尾市壱丁目東２２番地１

に設置する。  

  第１条の２第１項中「（次項において「保育所等訪問支援」という。）」

及び「（次項において「障害児相談支援」という。）」を削り、同条第２

項を削る。  

  第２条中「４０人とし、分室の通園定員は１０人」を「、７０人」に改

める。  

  第３条及び第４条を削る。  

  第５条中「学園等」を「学園」に改め、同条を第３条とする。  

  第６条第１項並びに第２項第１号及び第３号中「学園等」を「学園」に

改め、同条を第４条とする。  

  第７条中「学園等」を「学園」に改め、同条を第５条とする。  

  第８条中「学園等」を「学園」に改め、同条を第６条とする。  

  第９条第５号中「学園等」を「学園」に改め、同条を第７条とする。  

  第１０条中「又は分室」を削り、同条を第８条とし、第１１条を第９条

とする。  
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  第１２条中「園長」を「、園長」に改め、「を置き、分室に管理者その

他必要な職員」を削り、同条を第１０条とする。  

  第１３条中「学園等」を「学園」に改め、同条を第１１条とする。  

 （上尾市児童発達支援センターつくし学園条例の一部改正）  

第２条  上尾市児童発達支援センターつくし学園条例の一部を次のように改

正する。  

  第１条中「第４３条第１号に規定する福祉型児童発達支援センター」を

「第４３条に規定する児童発達支援センター」に改める。  

  第１条の２中「第４３条第１号に定める支援」を「第４３条の規定によ

る法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援及び必要な援助」に、

「法第６条の２の２第６項」を「同条第５項」に、「同条第７項」を「同

条第６項」に改める。  

  第８条第１項中「同条第９項」を「同条第８項」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和６年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

子ども・子育て支援複合施設内に上尾市つくし学園を移転し、通園定員

を増員するほか、児童福祉法の一部改正に伴う所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。   
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議案第２３号  

上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園条例の一部を改正する条例

の制定について  

上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園条例の一部を改正する条例を次

のように定める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園条例の一部を改正する条例  

 上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園条例（平成２２年上尾市条例第

３８号）の一部を次のように改正する。  

第１５条第３項第１号及び第６項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改

める。  

   附  則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改

正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出する。   
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議案第２４号  

上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和５年２月１７日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

上尾市国民健康保険条例（昭和３４年上尾市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第６条第１項中「、次項本文の場合を除き、４０万８ ,０００円」を「４

８万８，０００円」に、「４０万８ ,０００円に」を「４８万８，０００円

に」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、

同項を同条第２項とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市国民健康保険条例第６条の規定は、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に出産した被保険者に対

する出産育児一時金の支給について適用し、施行日前に出産した被保険者

に対する出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

健康保険法施行令の一部改正を踏まえ、本市における出産育児一時金の

支給額を引き上げたいので、この案を提出する。  
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議案第２５号  

上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  

 上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。  

令和５年２月１７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

   上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  

 上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成７年上尾市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。  

 第２５条第１項中「を適正処理困難物として」を「（第３項及び第２７条

第１項において「適正処理困難物」という。）を」に改める。  

 第２７条第１項中「徴収できる」を「徴収することができる」に、「別表

に掲げる額」を「別表第１に掲げる区分に応じ算定した額（当該一般廃棄物

が適正処理困難物のうち規則で定める品目に該当するときは、別表第１に掲

げる区分に応じ算定した額に当該品目ごとに規則で定める額を加えて得た

額）」に改め、同条第２項中「費用」を「費用の額」に、「別表に掲げる額」

を「別表第２により算定した額」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  前２項に定めるもののほか、第１項に定める手数料及び前項に定める費

用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。  

 別表を次のように改める。  

別表第１（第２７条関係）  

 一般廃棄物の処理手数料  

区分  単位  収集及び運搬

に関する手数

料  

処 分 に 関

す る 手 数

料  

備考  

一 般 家庭

か ら 生じ

たし尿  

１世帯につき

月額  

基本料金  ４

５０円  

１人につき  

２７０円  

 無臭トイレ等の

改良便槽の場合

にあっては、１

世帯３３０円を

加算する。  

事 業 所等

か ら 生じ

たし尿  

３６リットル

につき（体積

が３６リット

ルを超える場

２７０円   体積が３６リッ

トル未満である

場合にあっては

、当該体積を３
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合にあっては

、その超える

もの３６リッ

トルにつき）  

６リットルとし

て手数料を徴収

する。  

犬 、 猫等

の 動 物の

死体  

１体につき  １，３００円  ７００円  １箇所から２体

以上の動物の死

体を収集し、及

び運搬する場合

にあっては、１

回を単位として

収集及び運搬に

関する手数料を

徴収する。  

一 般 家庭

か ら 生じ

た 多 量ご

み 又 は粗

大 ご みで

、 当 該一

般 家 庭が

自 ら 搬入

したもの  

１０キログラ

ムにつき（重

量が１０キロ

グラムを超え

る場合にあっ

ては、その超

えるもの１０

キログラムに

つき）  

 １００円  重量が１０キロ

グラム未満であ

る場合にあって

は、当該重量を

１０キログラム

として手数料を

徴収する。  

一 般 家庭

か ら 生じ

た 粗 大ご

み で 、市

が 戸 別収

集 す るも

の  

１点につき  １５０円  １００円  粗大ごみが次の

各号のいずれか

に該当する場合

にあっては、当

該各号に掲げる

区分に応じ、そ

れぞれ当該各号

に定める額を加

算する。  

 ( 1 ) １辺の大

きさが１メ

ートルを超

え、２メー

トル以内の

もの  ２５

０円  

 ( 2 ) １辺の大

きさが２メ

ートルを超

えるもの  

５００円  

事 業 活動

に よ って

生 じ た一

１０キログラ

ムにつき（重

量が１０キロ

 ２５０円  重量が１０キロ

グラム未満であ

る場合にあって
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般廃棄物  グラムを超え

る場合にあっ

ては、その超

えるもの１０

キログラムに

つき）  

は、当該重量を

１０キログラム

として手数料を

徴収する。  

 注  

  １  この表において「事業所等」とは、事業所、寮その他多数の者が利

用する施設をいう。  

  ２  この表において「多量ごみ」とは、引っ越しその他の臨時的な事由

により生じたごみをいう。  

  ３  この表において「粗大ごみ」とは、たんす、机その他の家具等をい

う。  

 別表第１の次に次の１表を加える。  

別表第２（第２７条関係）  

 産業廃棄物の処分費用  

単位  処分費用  備考  

１ ０ キ ロ グ ラ ム に

つ き （ 重 量 が １ ０

キ ロ グ ラ ム を 超 え

る 場 合 に あ っ て は

、 そ の 超 え る も の

１ ０ キ ロ グ ラ ム に

つき）  

２５０円  重量が１０キログラム未満

である場合にあっては、当

該重量を１０キログラムと

して手数料を徴収する。  

 注  産業廃棄物の処分については、第２３条第２項の規定に基づき規則で

定める産業廃棄物の処分に限る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年６月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例

（以下「新条例」という。）別表第１（一般家庭から生じた粗大ごみで、

市が戸別収集するものに係る部分に限る。）の規定は、この条例の施行の

日以後に徴収する一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する一

般廃棄物をいう。以下同じ。）（令和５年７月１日以後に収集し、運搬し、
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及び処分するものに限る。）の処理手数料について適用する。  

３  新条例別表第１（一般家庭から生じた粗大ごみで、市が戸別収集するも

のに係る部分を除く。）は、令和５年７月１日以後に収集し、運搬し、及

び処分する一般廃棄物の処理手数料並びに処分する産業廃棄物（法第２条

第４項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。）の処分費用について適

用する。  

４  令和５年７月１日前に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物の処理

手数料並びに処分する産業廃棄物の処分費用については、なお従前の例に

よる。  

 （準備行為）  

５  新条例第２７条第１項に定める手数料又は同条第２項に定める費用の徴

収に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うこ

とができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市西貝塚環境センターの老朽化に伴う運営経費の増加、粗大ごみの

戸別収集に係る申込みの増加等の現状を踏まえ、廃棄物の処理手数料等の

額及びその徴収方法を見直したいので、この案を提出する。   
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議案第２６号  

専決処分の承認を求めることについて  

令和４年度上尾市一般会計補正予算（第１３号）について、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により別紙のとおり

専決処分したので、その承認を求める。  

令和５年２月１７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

航空運賃の高騰により一般競争入札が成立しなかった中学生海外派遣研

修業務委託契約を再度の入札に付するため、当該契約に係る債務負担行為

をすることができる限度額を増額して計上した令和４年度上尾市一般会計

補正予算（第１３号）を緊急に編成する必要が生じ、令和５年２月１日専

決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提

出する。   
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議案第２７号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

路線認定調書  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線として認定した

いので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

３１２０１号線  
上尾市本町六丁目５４

７番地先   

上尾市本町六丁目５４

７番地先  
 

３１２０２号線  
上尾市緑丘二丁目５１

６番地先  

上尾市緑丘二丁目５１

６番地先  
 

３１２０３号線  
上尾市緑丘一丁目５２

３番地先  

上尾市緑丘一丁目５２

３番地先  
 

３１２０４号線  
上尾市二ツ宮１０９２

番地先  

上尾市二ツ宮１０９２

番地先  
 

５１１５０号線  
上尾市大字瓦葺字前原

２０４２番地先   

上尾市大字瓦葺字前原

２０４２番地先   
 

５１１５１号線  
上尾市大字瓦葺字稲荷

八ツ山２１５３番地先   

上尾市大字瓦葺字稲荷

八ツ山２１４９番地先  
 

５１１５２号線  
上尾市日の出二丁目４

３０番地先   

上尾市日の出二丁目３

４０番地先  
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議案第２８号  

   市道路線の廃止について  

 下記のとおり路線を廃止することについて、議決を求める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

路線廃止調書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農村総合整備事業の完了に伴い、路線の再編成を行うため、市道路線を

廃止したいので、道路法第１０条第３項において準用する同法第８条第２

項の規定により、この案を提出する。

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

１０５９４号線  
上尾市中分三丁目１３

７番地先  

上尾市中分三丁目１３

５番地先   
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議案第２９号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

路線認定調書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  都市計画道路西宮下中妻線の整備に伴い、路線の再編成を行うため、新

設路線を市道路線として認定したいので、道路法第８条第２項の規定によ

り、この案を提出する。

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

１０６３号線  
上尾市柏座二丁目５５

２番地先   

上尾市西宮下一丁目２

２５番地先  
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議案第３０号  

   市道路線の廃止について  

 下記のとおり路線を廃止することについて、議決を求める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

路線廃止調書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  都市計画道路西宮下中妻線の整備に伴い、路線の再編成を行うため、市

道路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項において準用する同法第

８条第２項の規定により、この案を提出する。

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

１０６３号線  
上尾市柏座二丁目５５

２番地先  

上尾市西宮下四丁目２

５２番地先   
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議案第３１号  

   政治倫理審査会委員の委嘱について  

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

  関  篤  

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

政治倫理審査会委員関篤氏の任期は、令和５年３月３１日で満了となる

が、同氏を再び委嘱することについて同意を得たいので、上尾市長等政治

倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。   
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議案第３２号  

   政治倫理審査会委員の委嘱について  

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

  関  根  貴  生  

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

政治倫理審査会委員関根貴生氏の任期は、令和５年３月３１日で満了と

なるが、同氏を再び委嘱することについて同意を得たいので、上尾市長等

政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。   
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議案第３３号  

   政治倫理審査会委員の委嘱について  

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

  三  角  元  子  

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

政治倫理審査会委員三角元子氏の任期は、令和５年３月３１日で満了と

なるが、同氏を再び委嘱することについて同意を得たいので、上尾市長等

政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３４号  

   政治倫理審査会委員の委嘱について  

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

  渡  辺  英  人  

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

政治倫理審査会委員渡辺英人氏の任期は、令和５年３月３１日で満了と

なるが、同氏を再び委嘱することについて同意を得たいので、上尾市長等

政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。   
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議案第３５号  

   政治倫理審査会委員の委嘱について  

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和５年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

  佐  藤  久  美  子  

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

政治倫理審査会委員船川喜正氏の任期は、令和５年３月３１日で満了と

なるが、後任として佐藤久美子氏を委嘱することについて同意を得たいの

で、上尾市長等政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出

する。   
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